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令和８年 金沢市教育委員会議第１回定例会 会議録 

 

１ 日 時  令和８年１月２８日（水） 

       開会  １３時３０分 

       閉会  １４時５５分 

 

２ 会 場  金沢市役所 第二本庁舎 ２階 ２２０１会議室 

 

３ 出席委員（５名） 

 教 育 長 野 口   弘 

 教 育 委 員 大 島 淳 光 

    〃 木 村 陽 子 

    〃 長 澤 裕 子 

    〃 山 本 英 輔 

 

４ 欠席委員（２名） 

 教 育 委 員 丸 山 章 子 

    〃 櫻 吉 啓 介 

 

 

  事務局 教育次長 堀 場 喜一郎 

 担当次長（兼）教育総務課長 前 多 洋 一 

 教育総務課長補佐 内 山 善 之 

 担当次長（兼）学校職員課長 中 田 知 邦 

 学校職員課担当課長・管理主事（兼）課長補佐 中 田 義 成 

 担当次長（部活動地域移行担当）（兼）学校指導課長 貞 廣 賢 了 

 学校指導課担当課長（兼）課長補佐 藤 田 亮 治 

 市立工業高校事務局長 今 井 信 也 

 生涯学習課長（部活動地域移行担当） 小 川 晶 子 

 図書館総務課長（兼）玉川図書館長 岩 﨑 友 代 

 教育プラザ総括施設長 熊 谷 有紀子 

 （兼）学校教育センター所長 

 （兼）特別支援教育サポートセンター所長 

 

５ 案 件 

    議案第１号 金沢市教育振興基本計画の策定について         （教育総務課） 

    議案第２号 令和８年度金沢市教職員研修の基本方針について  （学校教育センター） 

 非  議案第３号 令和７年度金沢市議会２月定例月議会提出予定案件について 

                                    （教育総務課他） 

 非  議案第４号 金沢市図書館協議会の委員の委嘱について       （図書館総務課） 

    報告第１号 金沢市立工業高等学校教員育成指標の一部改定について 

                                  （学校教育センター） 

    そ の 他 

    （１）次回の定例会議の日程について 
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６ 議事の経過等     以下のとおり 

 野口教育長の開議挨拶に続いて、傍聴希望者３名について協議し、傍聴を許可した。審議に入

る前に、野口教育長より新年の挨拶があった。次に、会議録署名委員に長澤委員を指名した。本

日の議題について、野口教育長が議案第３号、議案第４号を非公開とするよう発議し、全会一致

で非公開とすることを決定した。 

 審議に入り、議案第１号、議案第２号、報告第１号について説明・質疑応答が行われ、原案ど

おり承認した。また、２月の定例会議の開催日を次のとおり決定した。最後に議案第３号、議案

第４号について非公開で審議に入り、原案どおり承認し、閉会した。 

 

  ＊ ２月の定例会議の日程：令和８年３月４日（水）１３：３０～ 

 

［案件の説明及び諸報告について］ 

 案件について、別添資料等に基づき事務局より説明・報告し、原案どおり承認された。 

 

［主な質疑・応答の内容について］ 

○ 教育長挨拶 

 

野口教育長  少し遅くなりましたが、新年おめでとうございます。例年、新しい年を

迎えると、今年は穏やかな１年だったらいいなと思っておりますけれども、

早速１月３日、１月２５日の２回にわたり少し多めの降雪がありました。

明日、あさってとまた降雪があるとの情報も流れておりますが、あまり降

らずに、金曜日の私立高校の入試が無事に終わったらいいなと思っていま

す。今年もまたたくさんのことについてご提案、ご審議を賜ることになる

と思いますが、１年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 議案第１号 金沢市教育振興基本計画の策定について（教育総務課） 

（説明の概要）議案書２ページ。６月の定例教育委員会議において報告したとおり、今年度、学

校教育基本計画は改定から５年が経過し、生涯学習振興基本計画は計画期間が満了することから、

教育を取り巻く状況の変化や新たな課題等を踏まえた見直しを行うとともに、より一層、本市の

教育行政に関する施策を一体的・総合的に推進することを目的として、両計画を一本化した「金

沢市教育振興基本計画」の策定に向けて検討を進めてきた。 

 ７月に教育に関するアンケート調査を実施するとともに、有識者等で構成する検討委員会を設

置し、７月に第１回、１０月に第２回と検討を行い、アンケート結果や各委員からのご意見を踏

まえ骨子案を作成した。その骨子案について１１月５日～１２月４日の期間でパブリックコメン

トを行い、さらに委員からご意見を頂きながら、１月２３日に第３回の検討委員会を開催し、計

画の最終案を取りまとめた。パブリックコメントでは５名から１８件のご意見を頂いた。頂いた

ご意見への回答は１月６日に市ホームページに掲載している。 

 本計画は、教育基本法に基づく、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本

的な計画であり、本市都市像の実現に向けた「未来共創計画」の教育に関する分野や、本市の教

育行政施策の方針を定めた「金沢市教育行政大綱」と整合を図るとともに、計画の実践に当たり、

本市の他の関連個別計画と連携を図ることとしている。 

 計画の期間は令和８年度から令和１７年度までの１０年間とし、毎年度、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律に基づく点検評価を実施するとともに、策定から５年後をめどに、進捗状

況等を検証し、中間見直しを実施する。 

 基本理念は、「自学・共創の学びを通し 心豊かな未来を創る 金沢の教育」とした。将来の予

測が困難な社会をたくましくしなやかに生き抜き、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他

者と協働しながら、心豊かな未来を創る金沢の教育を目指す。 
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 施策の推進に当たり、新金沢型学校教育モデルの実践、多様なニーズに対応した教育の推進な

ど、五つの観点を重視することとし、これらに基づき、基本方針以下を体系的に整理した。 

 基本理念を実現するために、五つの基本方針と、基本方針に基づく取り組むべき施策の基本的

方向性を掲げるとともに、方向性ごとに取り組むべき施策の考え方を示した。 

 【基本方針１】「未来を創る子供の育成」では、五つの方向性と１３の施策の考え方を掲げてい

る。これまでの学校教育振興基本計画の学力向上や健全な心身の育成をベースに、新たに「情報

活用能力の育成」という方向性を項目出しした。「情報活用能力の育成」は、新金沢型学校教育モ

デルの実践においても重要なテーマであることから、施策の方向性としてより明確に示すことと

した。また、主体的にデジタル社会と関わるデジタル力の育成を目指し、取り組むべき施策に「デ

ジタル・シティズンシップ教育の推進」を掲げている。 

 【基本方針２】「多様な教育的ニーズへの支援」では、三つの方向性と七つの施策の考え方を掲

げている。現在の学校教育と生涯学習の両計画の基本理念を踏まえた教育行政大綱では特別支援

教育の充実を基本方針として定めているが、新たな計画では、特別支援教育に不登校支援なども

含め、多様化している子どもたちへの支援として「多様な教育的ニーズへの支援」を基本方針と

し、本市の喫緊の課題でもある「いじめ・不登校等への対応」を新たに施策の方向性として項目

出ししている。また、学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校の設置を視野に、取り組むべき

施策に「不登校児童生徒の教育機会の保障」を掲げている。さらに「特別支援教育等の充実」に

おいては、「外国人児童生徒教育の充実」を施策に掲げ、次期学習指導要領でも取り上げられるで

あろう日本語指導への対応にも取り組んでいく。 

 【基本方針３】「家庭・地域・学校が一体となった教育力の向上」では、二つの方向性と１０の

施策の考え方を掲げている。方向性の一つである「家庭・地域・学校等の連携の推進」では、国

が進める「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進」や「部活動の地域展開

の推進」を取り組むべき施策に掲げ、学校だけでなく地域社会全体で子どもの育成に取り組む。 

 【基本方針４】「生涯にわたる学びの推進」では、三つの方向性と１３の施策の考え方を掲げて

いる。基本理念に「自学・共創の学びを通し」と掲げたとおり、施策の方向性には、「主体的な学

びの推進」と「協働による学びの推進」を柱に、本市の個性を生かした学びの推進も含め、子ど

もから高齢者まで幅広い学びの保障を目指していく。 

 【基本方針５】「教育・学習環境の整備」では、三つの方向性と七つの施策の考え方を掲げてい

る。施策の方向性では、教職員に関するものとして、いわゆる給特法が一部改正されたことを受

け、働き方改革の一層の推進を視野に「働きやすい環境の確保」を明確に示すこととした。また、

広く学びの機会を提供するためには、生涯学習情報を効果的に発信していくことが必要なことか

ら、「生涯学習環境の充実」として、「学習情報の発信強化」に取り組んでいく。 

 本計画では、施策の進捗等の検証のため、成果指標を基本的方向性ごとに設定した。 

 【基本方針１】では、五つの方向性ごとに、全国学力・学習状況調査等の回答を中心に設定し、

子どもの育成状況等を確認していく。 

 【基本方針２】では、三つの方向性ごとに、不登校児童生徒に対する相談支援の状況や、特別

な配慮や支援を必要とする子どもに対する取り組みへの満足度などを設定し、支援状況等を確認

していく。 

 【基本方針３】では、二つの方向性ごとに、コミュニティ・スクールの取り組みや地域学校協

働本部設置校の割合のほか、青少年教育の推進に向けた地域との連携による体験活動や家庭教育

について設定し、家庭・地域・学校の連携状況等を確認していく。 

 【基本方針４】では、三つの方向性ごとに、個人での学習活動や公民館が実施する事業への参

加のほか、学びの成果の活用などについて設定し、さまざまな学びの状況等を確認していく。 

 【基本方針５】では、三つの方向性ごとに、学校教育では教職員の勤務時間や研修制度、施設

の設備に関することについて、生涯学習では図書館や情報発信に関することについて設定し、そ

れぞれの環境面での充実状況等を確認していく。 
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 いずれの指標も、数値が確定していないものを除き、令和７年度を基準値とし、中間見直しを

予定している令和１２年度に中間目標値を、計画期間の最終年度である令和１７年度に最終目標

値を設定した上で、毎年度、指標の達成状況等を確認していく。 

 本計画では、体系的に整理した取り組むべき施策の考え方ごとに主な取り組みを明示した。記

載の主な取り組みは一例である。今後、計画の実践に当たっては、教育を取り巻く環境の変化や

毎年実施する事業の点検評価の結果を踏まえ、施策の立案・見直しを行うなど、時期を得た取り

組みを実施していく。この他、計画の詳細については、お手元に配布した計画案をご覧いただき

たい。 

 本日、計画案について決議いただいたら、今後、本計画に基づき、基本理念の実現に向けて鋭

意それぞれの施策に取り組むほか、リーフレットやホームページ等を活用して計画の周知に努め

ていく。 

 

野口教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成１８年１２月に改正教育基本法が制定されています。その第１７条

に国として教育振興基本計画を策定することが明示されています。今ほど

前多課長からご説明がありましたが、教育基本法に基づいて、地方公共団

体においても、教育の振興のために施策に関する基本的な計画を策定する

ことが明示されています。そのことを踏まえて、今回、これまでの学校教

育振興基本計画と生涯学習振興基本計画を一体化し、新しい金沢市として

の「教育振興基本計画」にするという大変大事な基本計画になります。ぜ

ひこれから少し時間をかけながら審議していただきたいと思っています。 

 はじめに、既に教育委員の皆さま方には案をお渡ししていますので、そ

れに沿って、まず質問があればお話しいただければと思います。 

 

 ２９ページの【基本的方向性２】「特別支援教育等の充実」の指標の欄を

見ていたのですが、基準値が１６．５％で中間目標値が１００％となって

います。これは「特別支援教育支援ソフトを活用している小・中学校数の

割合」という指標です。注釈４３を見ると、「教員の専門性向上、個別の教

育支援計画・指導計画の作成支援、教材提供など、子供一人一人の実態に

合わせた指導・支援の充実を図り、特別支援教育を包括的にサポートする

ソフトウエア」となっています。現況の導入割合が大変低いのですが、中

間目標値である１００％まで持っていける見通しがおありなのでしょう

か。また、実際に現場ではこのソフトは使い勝手が良いかどうかも情報が

ありましたら教えてください。 

 

 ソフトの導入については、令和６年度に特別支援教育サポートセンター

を開設したことで、まずは通級指導教室設置の学校と拠点校になっている

芳斎分校小中の１３校への導入を開始しましたので、パーセンテージとし

てはこのようになっております。令和７年度はトライアルを希望する学校

に手を挙げていただいたところ、ほぼ１００％の学校の手が挙がりました

ので、現在トライアルを実施しており、令和８年度に向けて全ての小中学

校にソフトが納入できるよう取り組んでいますので、このような数値目標

となっています。 

 使い勝手については、ソフト自体が、先生方が７分ほどでいろいろな質

問に答えるとフローチャートで子どもたちのアセスメントができ、それに

伴って現在３万の教材がひも付いて使えるということと、動画などがセッ

トになっておりますので、教材の使用率は今の導入校では１００％になっ

ております。先生方の声としては、個別の支援計画を主観的に評価するよ

りも、ソフトの中で明確な言葉を使った方が共通理解がしっかりできるよ

うになった、学年の引き継ぎがうまくいくようになった、保護者への説明

が大変明確になったなど、好評を頂いています。 

 



- 5 - 

大島委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前多教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞廣学校指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 今回、金沢の教育の基本的な概念というかビジョンに基づいて五つの基

本方針を定められて、それに向かっての基本的方向性と施策の考え方とい

うことで、非常に体系的に分かりやすい内容になっていると思います。計

画というと、ＰＤＣＡをどう回していくかが非常に重要な観点になろうか

と思います。その中で、今回は点検評価と５年後の見直しを行うというこ

とで、議案書６～７ページに基準値が記載されています。これまでこうい

ったことは割と定性的な目標値があったと思うのですが、今回は定量化と

いう一歩踏み込んだ感じになっているように思いますし、それをタイムス

ケジュールごとに見直していくことは非常に重要なポイントだと思いま

す。１０年というのは結構長い期間で、その間に教育環境はどんどん変わ

っていく可能性があるので、もし５年の途中で見直すということがあれば、

柔軟に変更や改善を行っていただきたいと思います。 

 

 今回の計画について、１０年を設定させていただきました。そして、確

実に見直しを行う時期として５年を明示させていただきました。毎年の点

検評価については、教育委員の皆さまにも例年行っていただいている事業

の点検評価を想定しております。その中で、これまであまり定量的な指標

がなく評価がしにくいというお話もあったことから、今回、市の他の計画

と同様にＫＰＩを設けたものです。確実に５年後をめどに見直しを行い、

それ以外にも必要に応じて見直しは図ってまいりたいと考えております。 

 

 まず感想ですが、詳しい基本計画案を拝見して、非常に分かりやすく、

うまくまとまっていると思いました。検討委員会の方々や事務の方々は非

常に努力されたと思います。 

 今回、学校教育振興基本計画と生涯学習振興基本計画を一本化するとい

うことで、これは私は別の観点で非常にいいことだと思います。つまり、

教育というと、一般的にはどうしても学校教育がイメージされると思うの

ですが、教育というのは恐らく一人一人の市民が一生涯をかけてやってい

くものだと思いますので、まさに一本化というのは教育をトータルに考え

るということで、そういう側面からも非常に意義を持つのだろうと思うの

です。学校と地域社会とのさらなる連携や相互関係の重要性を自覚するこ

とにもなるような気がします。 

 一つ伺いたいことがあるのですが、案の１１ページに、「金沢市の教育を

めぐる現状と課題」として生涯学習の項目があります。その下から２番目

の「デジタル・シティズンシップ教育の推進」というのは、学校教育のみ

ならず、生涯学習の観点でも本当に大事な学びなのだと思います。とりわ

けインターネット、ＳＮＳ、生成ＡＩが非常に進化していますので、それ

に関する知識、使い方、そして情報倫理の教育はぜひ進めてもらいたいと

思っています。この計画では、実際にシティズンシップ教育に関係するこ

とは、２２ページの学校教育のところと、３５ページの「家庭・地域にお

ける青少年教育の推進」のところに明示されているのですが、恐らく私の

理解では、例えば３６ページの「情報モラル・情報リテラシーの向上」の

ところなどは生涯学習ともかぶる形で理解できるのかと思うのですが、そ

の点、何かご示唆があればよろしくお願いします。 

 

 学校教育では、今年度から小中学校にデジタル科を新設し、その中でデ

ジタル・シティズンシップ教育に取り組んでいます。内容としましては、

六つの領域に分けて小学校１年生から中学校３年生まで９年間を通して学

ぶカリキュラムです。この六つの領域は、メディアバランスとウェルビー

イングや、プライバシーとセキュリティなどがあり、特にプライバシーと

セキュリティの項目では、自分や周りの人のデータを安全に保ち、リスク

から保護したり、その影響等を考える授業等を行うこととしています。ま

た、具体的に６年生では、モラル教育の中で個人情報の登録の学習を行っ
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小川生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

 

 

 

 

野口教育長 

 

 

 

長澤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞廣学校指導課長 

 

たり、来年度からは生成ＡＩの活用についても学ぶこととしています。 

 

 今、貞廣課長からあったように、子どもたちは学校でさまざまな情報リ

テラシーや情報モラルに関する学習の機会を持ちますが、家庭や地域で過

ごす時間の中においても、子どもたちはいろいろなデジタルデバイスを使

ったり、情報に触れることもあると思います。従って、生涯学習におきま

しては、家庭や地域の中で、子どもだけではなく、子どもに関わるいろい

ろな方々がデジタルリテラシーやモラルについて知識を深め、学び、子ど

もたちにそれを教えることができるような取り組みをさらに進めていかな

くてはいけないと考えています。 

 

 例えばリカレント教育の推進などでも、恐らくそういったことを取り入

れるとよろしいのかなと思います。よく分かりました。ありがとうござい

ました。 

 

 今まで学校教育と生涯学習は別物というか、少し間があるのかと思って

いたのですが、一体化していただいて、子どもから大人までということで

非常に分かりやすくて、この計画案を作成してくださった委員のご意見が

反映されているのだろうと思って納得して拝見しました。 

 私も先ほど大島委員がおっしゃったように、取りあえず１年目とか２年

目とか、やってみてどうかということを段階的にご報告いただけたらあり

がたいと思っています。 

 

 今、ご質問とご意見を頂戴しましたが、他にいかがでしょうか。ボリュ

ームが結構ありますので事前にお渡しさせていただいております。今日差

し替えした部分もありましたが、ほぼ同じ内容です。 

 

 今までの議論と少しかぶるのですが、議案書５ページの「計画の体系」

の１「未来を創る子供の育成」のうち、基本的方向性の２「確かな学力の

育成」と３「情報活用能力の育成」について、お考えを教えていただけれ

ばと思って質問します。 

 ＩＣＴを活用した教育の推進について、今ご説明がありましたように、

小学校１年生から年代を追って、情報モラルなど情報に関するさまざまな

能力を身に付けていくということで、とても大切な取り組みだと思ってい

ます。一方で、ＩＣＴを活用した教育というのがあまりにも前面に出過ぎ

て、従来の学び方がそれに取って代わられてしまうのではないかという懸

念を私は持っているので、そのあたりについてお聞きしたいと思っていま

す。 

 例えば、ＩＣＴを先進的に取り入れている国では、子どもたちが全ての

授業でタブレットを扱い、手書きが減ってしまったことにより極端に学力

が下がり、また手書きに戻しているという事象などが紹介されています。

配慮を要する子どもたちにとってはとても便利な学習ツールである一方、

便利であるが故に、便利でないことを通じて学んできた学習が後退するこ

とによって、基礎的な学力が下がってしまうことがあってはならないと思

います。ＩＣＴを活用するデジタル科を前に出して進めていくことはとて

も良いことですし、それをぜひ金沢市としても進めていただきたいと思っ

ていますが、一方で従来型の学び方とのバランスを取っていくことがとて

も重要だと思っています。その意味で、基本的方向性の２と３のすみ分け

や、どこに重点を置いてこの政策を進めていこうとお考えなのかというこ

とをお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

 今年度より新金沢型学校教育モデルを進めています。その際に、これか

ら生きていく子どもたちにとって、まずデジタル力、そして読解力、コミ
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ュニケーション力の三つの力を基盤に、最適解や新しい価値を見つける創

造力の育成を目指しています。仰せのとおり、デジタル力というのは、特

に主体的にデジタル社会と関わる上で必要な力として位置付けているので

すが、その他にも、これまで大事にしてきた、子どもたちが学び続けてい

くための土台となる読解力、例えば文章や図表を自分で分析し整理してい

くことは欠かせない力だと考えています。そういう意味では、読む・書く

ということも大事にしていかなければならないと思います。同様に、他者

を尊重し自分の意思を伝えるコミュニケーション力もこれまで大事にして

きた姿であり、これからも大事にしていかなければならないと思いますの

で、デジタル力と読解力とコミュニケーション力は並列して扱っていきた

いと思っています。 

 これからの予測困難な社会を生きていくときには、どうしてもデジタル

力が欠かせないと思っています。ＩＣＴを日常的にうまく活用する力を付

けていきながらも、これまで大事にしてきた、書く・読むということも引

き続き大事にしていきたいと考えていますので、どちらが上かということ

ではなく並列的に扱っていきたいと思います。これまで金沢市が大事にし

てきた問題解決的な学習の金沢型学習スタイルを基盤にしながら、さらに

ＩＣＴをどう使っていくかということを大事にして進めていきます。 

 

○ 議案第２号 令和８年度金沢市教職員研修の基本方針について（学校教育センター） 

（説明の概要）議案書１３ページ。令和７年度は１６１講座を実施し、合計受講人数が８，７２

３人であった。令和６年度と比較し、約４００人多くなっていることについては、主に新金沢型

学校教育モデル導入に伴い新たに実施した四つの講座によるものである。新金沢型学校教育モデ

ルに基づいた実践力や指導力の向上に向けて、劇作家・演出家である平田オリザ氏のほか、デジ

タル力・読解力・コミュニケーション力の育成に関する４講座を新設し、約６００人の先生方の

受講があった。また、「特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への対応」について、オンデマン

ド動画研修を６講座に増やし、視聴期間も８月から１２月に長くしたこともあり、受講の延べ人

数が増加している。 

 議案書１２ページ。令和６年度より国のシステムを導入し研修を実施してきたが、このシステ

ムにおいては、大学や民間機関、文部科学省等が開発した多様なコンテンツが活用でき、先生方

が自身の課題に応じて学ぶことが可能となることや大学との連携を踏まえ、令和８年度の基本的

な考え方としては、令和７年度と同様に、デジタル技術を活用した研修推進体制を充実させ、教

職員研修の高度化を進めるとともに、教職員の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現を

図る教職員研修に取り組むこととした。 

 ２の（１）～（５）の５項目を重点として取り組むことを考えている。主な変更点については、

（３）は令和７年度には「若手教員の育成の推進及び次世代リーダーの育成に向けた研修を図る」

だったが、次年度は新金沢型学校教育モデルに基づき、「主体的にデジタル社会と関わる教師の授

業力の向上及び校務の効率化に向けた研修の充実を図る」に変更した。次年度は新金沢型学校教

育モデルの確実な実現や授業力の向上のほか、学校の働き方改革につながる研修に取り組んでま

いりたい。 

 

野口教育長 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 確認ですが、令和７年度も同じように研修の基本方針が出ていると思う

のですが、令和８年度が前年度と比べて違うところをもう一度だけ確認し

ていただけますか。簡単で結構です。 

 

 令和８年度は２の（３）が新しくなっています。令和７年度は次世代の

リーダー等を育成することに取り組むということでしたが、デジタル社会

と関わる教師の授業力向上に取り組むとともに、校務の効率化に向けた研

修の充実を図るということに変更になっております。 
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野口教育長 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

山本委員 

 

 

 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本委員 

 

 

 

大島委員 

 

 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 

 あとは昨年度と同じですね。 

 

 はい。 

 

 

 たくさん講座があって充実している感じがするのですが、実際にどのよ

うに講座が行われているのか、少しイメージしやすいように教えていただ

ければと思います。もちろん全部を説明していただく必要はないですが、

一つだけ絞って、新金沢型学校教育モデルの研修で、例えばこういうこと

がありますとか、これは現場の教員から評判が良かったとか、何かそうい

うものがあればご紹介いただければと思います。 

 

 研修のイメージですが、春の４月の段階で、校長先生と先生方一人一人

で、自分の身に付けなければいけない力や学校で求められている力につい

て対話をしていただいています。それに伴って、研修の講座が年間を通じ

てありますので、教員がそれを選んでシステム上から申し込みをして、そ

れを見て校長先生が承認して申し込み完了となります。先生方はオンライ

ン上で研修履歴や研修で準備するもの、研修の内容などを見ることができ、

集合研修であれば教育プラザに来ていただき、オンライン研修であれば各

学校で見ていただくということになります。とてもニーズが高いのがオン

デマンド動画で、いつでも、どこでも、ある一定期間、自分の都合のいい

ときに勉強したいというニーズが非常に多くなっておりますので、特別支

援教育については、今年度はオンデマンドを４講座から６講座にして、視

聴期間も、以前は５月の早い段階から夏休みの終わりぐらいまでだったの

ですが、もう少し長い方が先生方もゆっくりと学べるということで、今年

度は５月から１２月下旬までをオンデマンド期間としました。それもあっ

て研修の申し込みが増えているのかと思います。 

 新金沢型学校教育モデルということで、モデルをつくってくださった先

生方にデジタル力やコミュニケーション力のところの講師となっていただ

きました。また、平田オリザ氏に、大学の現状であったり、未来の子ども

たちがどのように生きていくか、そのときに必要な力という意味で、金沢

型がなぜ必要なのかということを先生方に学んでいただく講座としており

ます。そこにつきましては、受講者は管理職の先生と希望する先生として

いたのですが、プラスの評価が非常に高く、研修が終わった後、校長先生

から、もう一度校内で研修できないかというご要望を頂きましたので、平

田先生にもお願いして、希望する方には動画でもう一度見ていただいたと

いうのが今年度の大きな特徴かと感じます。 

 

 ありがとうございます。とてもよくイメージできました。教員が講座を

選べたり、オンデマンドで自分の空いている時間が活用できるというのは、

働き方の充実にもなりますし、非常に良い取り組みだと思いました。 

 

 ２の（５）の全国教員研修プラットフォーム「Ｐｌａｎｔ」というのは、

全国でそのプラットフォームを利用して受講したりできるということです

よね。プラットフォームということは、恐らくいろいろな情報が集まって

くると思うのですが、それを受けて、金沢市に対して、例えばこういう講

座が非常に効果的ですというようなフィードバックはあるのでしょうか。 

 

 文部科学省で開発した全国共通のプラットフォームでして、ただ、自治

体によって研修権があるところもあれば、そうでないところもあるので、

カスタマイズできるようになっています。金沢市の教職員研修のメニュー

はがきちんと入っておりますが、システムで申し込みや資料確認や振り返
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木村委員 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 

 

木村委員 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

木村委員 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

 

りができるかという部分は自治体によって違います。一方で、他の自治体

の研修の講座も少し載っていて、希望がある先生方はそこに参加すること

ができます。見るだけのものもあれば、受けて簡単な振り返りまでして受

講となるものもあるので、今の段階ではこれがお勧めということはないの

ですが、アクセスができるという形になっております。 

 

 教職員のレベル向上としては大変いいことだと思うのですが、その動画

は金沢市独自のものもあるのですか。あるいは「Ｐｌａｎｔ」のものを見

るのでしょうか。 

 

 令和７年度の実施状況の１６１講座は金沢市独自のもので、金沢市の先

生方の状況に応じて身に付けていただきたい講座を企画したものとなって

います。１６１講座の中のオンデマンド講座は、金沢市が講師の先生に依

頼して、金沢市の先生がオンデマンド研修として受けられる動画を作って

いただくということになっております。 

 

 金沢市以外の先生は見られないのですか。 

 

 はい。１６１講座はそうです。ただ、その他の全国の大学等が企画した

研修については、１６１講座には含まれないのですが、多数アクセスでき

るようになっています。 

 

 何か大きな違いはあるのですか。 

 

 どちらかというと先生方は１６１講座を選んで受講している傾向がある

と思いますが、他の講座を研修している先生もいらっしゃいます。来年度

は東京大学とも連携して、教育に関わる方々が見られるような研修パッケ

ージができますので、そういったものも、ご希望される先生方には、自分

の能力や働き方に応じて受講していただけたらと思っております。 

 

○ 報告第１号 金沢市立工業高等学校教員育成指標の一部改定について（学校教育センター） 

（説明の概要）議案書２４ページ。令和７年に国の指針が改正されたことを受け、任命権者であ

る石川県教育委員会が「石川県教員育成指標【管理職】校長」の一部改定を行い、任命権者であ

る金沢市が「金沢市立工業高等学校教員育成指標【管理職】校長」の一部改定を行ったことにつ

いて報告する。 

 前回同様に協議会を組織し、石川県教育委員会が策定した指標を基本に、「金沢市立工業高等学

校教員育成指標【管理職】「校長」を一部改定した。学校経営の人事管理・人材育成の部分で、改

正後は「教職員の服務管理を適切に行うことが適切にできる」とし、新たに「教職員の心身の健

康に配慮した適切な労務管理を行うとともに、学校における働き方改革を具体的に進めることが

できる」が加わっている。 

 今後、３月の校長会議において、「石川県教員育成指標」「金沢市立工業高等学校教員育成指標」

を各学校に周知したい。 

 

野口教育長 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

長澤委員 

 

 

 実際に運用されるのは令和８年４月からですね。 

 

 はい。 

 

 

 今回の改定は、今まで一部にあったものを一つ項目出しして強調して書

いてあるという印象なのですが、そもそもの指針の改正や昨年の「石川県

教員育成指標【管理職】校長」の一部改定の趣旨はどういったものなので
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熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

長澤委員 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

 

 

長澤委員 

 

 

野口教育長 

 

 

 

熊谷教育プラザ総

括施設長 

しょうか。 

 

 指針の改正では、管理職のみが付けるべき能力として、働き方改革を具

体的に行うことができるということがありましたので、それを受けて今回

のような変更となっております。 

 

 働き方改革を具体的に進めることができるというのが強調されていると

いうことですね。 

 

 はい。私も県の会議に出ていたのですが、働き方改革が非常に管理職に

求められていましたので、そこを具体的に改定したという趣旨になってい

ます。 

 

 分かりました。今までどおり頑張っていただくということだと理解しま

した。 

 

 昨年の給特法の改正を受けて、教育職員の働き方改革を進めていく附帯

決議が附されています。これを基にして今ほどふれられた内容が入れられ

たという話だと捉えればいいかと思っているのですが、それで間違いない

ですね。 

 

 はい。 

 

 

                                      以  上 

     会 議 録 署 名 

               教 育 長     署 名     

               教 育 委 員     署 名     

                                 （長澤委員）  
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［非公開議案の審議結果について］ 

○ 議案第３号 令和７年度金沢市議会２月定例月議会提出予定案件について（教育総務課他） 

 

 審議結果についても非公開 

 

 

○ 議案第４号 金沢市図書館協議会の委員の委嘱について（図書館総務課） 
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